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国民年金からお
● ● ●

得なお知らせです国民
年金

　国民年金の付加保険料は、月額400円を定額保険料（月額１万4100円）に加え

て納める制度で、将来の年金受給金額が年額で200円×付加保険料納付月数分

が上乗せになります。60歳以降で任意加入されている方も納付することがで

きます。

　付加保険料の納付を希望される方は、年金手帳とはんこを持参し、国保年

金課国民年金係で手続きをしてください。

付加保険料はお得です！

所得から控除できてお得です！
　国民年金保険料は、国民健康保険税、介護保険料とともに、社会保険料と

して所得から控除することができます。国民年金保険料の控除を受けるには、

申告するときに11月上旬に社会保険庁から送付された「控除証明書」か領収書

を持参してください。

　10月以降に初めて保険料を納付した方には、来年２月上旬に「控除証明書」

が送付される予定です。

　「控除証明書」の再発行は、控除証明書専用ダイヤル（0570-00-9911）にお

願いします。（IP電話の場合は、045-326-1840）

口座振替での前納はお得です！
　国民年金保険料は、月額１万4100円で、年間では16万9200円になります。

１年分を一括で４月末日までに前納した場合は、16万6200円で3000円の割引に

なります。さらに、口座振替で前納した場合は、16万5650円になり、3550円の

割引になり大変お得です。

　新たに平成20年度の保険料を口座振替での前納を希望される方は、口座振

替を希望する金融機関で早めに手続きをしてください。

　手続きには、年金手帳、預金通帳、金融機関への届出印が必要です。

※保険料、割引額などは平成19年度の金額です。

土浦年金相談センターを
　　　ご利用ください

　厚生年金の請求や受給資格の確認、年金額の照会、

そのほか年金に関する相談などを行っています。

　社会保険事務所（824-7169）へ予約をすれば、待ち

時間もなく便利ですので、ご利用ください。

※電話での相談・照会などは、お受けしていません。

年金の請求、年金を受けている方の相談や各種証

　明書の再発行／0570-05-1
いいろうご

165

※通話料金は、一般の固定電話の場合、市内通話料

　金でご利用できます。(IP03-6700-1
いいろうご

165)

　0120-657-830で、24時間対応しています。ご自

身の基礎年金番号を確認してから電話してください。

資格記録は後日、送付されます。

年金資格記録の確認は
｢ねんきんあんしんダイヤル｣へ

問 国保年金課国民年金係 (内線2290)問

付受

　　　　 電話での年金相談は
「ねんきんダイヤル」へ


